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重点目標の策定趣旨

被災地における復旧・復興を支えるための治安対策の推進

「令和６年能登半島地震」及び「令和６年奥能登豪雨」により、能登地方を中

心に県内で甚大な被害が発生し、被災地では復旧・復興が進められている。

そのような中で、被災地における犯罪や交通環境の変化による交通事故の発生

が懸念されるなど、被災地における治安の確保は喫緊の課題となっている。

県警察では、引き続き、きめ細かなパトロール活動や各種広報等による犯罪抑

止、迅速・的確な初動捜査、発生状況の分析等による早期検挙、関係機関との連

携による復興事業への暴力団等の介入阻止を推進するとともに、被災者のニーズ

に沿った交通安全活動や、被災地における道路の復旧状況に合わせた交通安全施

設の整備のほか、今回の災害対応の反省・教訓を踏まえた諸対策等、被災地の復

旧・復興を支えるための治安対策を一層推進する必要がある。

犯罪の起きにくい社会づくりの推進

県内の刑法犯認知件数は減少傾向を続け、令和３年に戦後最少となったものの、

以降は増加傾向に転じていることに加え、特殊詐欺の被害件数・被害額は依然と

して高水準で推移し、最近では、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害も急増して

いる。

また、配偶者からの暴力事案及び児童虐待事案の相談件数等は高水準で推移し

ているほか、ストーカー事案は後を絶たず、さらには、インターネットを利用し

た児童ポルノ事犯が依然として発生している。

このような状況の中で、県民を特殊詐欺をはじめとする犯罪から守り、また、

犯行に加担させないことに加え、子供・女性・高齢者の安全を確保するためには、

自治体、関係機関・団体、防犯ボランティア等との連携の下、地域の犯罪情勢に

即した街頭活動、多様な防犯ネットワーク等を活用した広報啓発活動、少年の非

行防止や保護対策、女性の安全確保に向けた取組、高齢者の犯罪被害防止に向け

た取組等を推進するとともに、安全で安心なまちづくりのための地域の自主的な

取組を支援するなど、犯罪の起きにくい社会づくりを推進する必要がある。



サイバー空間の脅威に対する総合対策の推進

サイバー空間は、全国民が参加し、重要な社会経済活動が営まれる公共空間へ

と変貌を遂げ、国民生活や社会経済活動を支える基盤となるなど、あらゆる場面

で実空間との融合が進んでいる。

全国的には、サイバー空間をめぐり、ランサムウェア被害の発生のほか、フィ

ッシング被害等に伴うクレジットカード不正利用被害やインターネットバンキン

グに係る不正送金被害の発生が依然として高水準で推移していることに加え、イ

ンターネット上では違法情報や有害情報が氾濫するなど、極めて深刻な情勢が続

いている。

このような脅威に的確に対処するためには、高度で専門的な知識及び技術を有

する人材の確保・育成に係る取組をより一層推進するほか、サイバー事案に対処

するための捜査支援体制等を充実させるなど、人的・物的基盤を強化する必要が

ある。

また、国境を越えて敢行されるサイバー事案については、通報・相談等による

実態把握や社会変化への適応力を強化するほか、警察庁等との連携を視野に入れ

た国際捜査や、大学、民間企業、関係機関・団体等と連携した被害防止対策を行

うなど、安全で安心なサイバー空間の確保に向け、警察組織の総合力を発揮した

効果的な対策を推進する必要がある。

県民の生活の安全を脅かす犯罪の徹底検挙

県内における重要犯罪・重要窃盗事件の認知件数は増加傾向にあるところ、令

和６年中には営業中の店舗における持凶器強盗や、外国人などの犯罪グループに

よる組織的窃盗が発生しているほか、性犯罪や侵入窃盗等の増加が顕著となって

いる。

また、贈収賄事件や悪質な公職選挙法違反事件等の政治・行政をめぐる不正は

依然として後を絶たず、特殊詐欺被害については、依然として深刻な情勢が続く

中、令和６年中には、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害が急増し、特殊詐欺の

被害額を優に上回るなど、極めて憂慮すべき状況にある。

このほか、組織犯罪については、分裂後の山口組関係団体間が対立抗争を継続

するなど、暴力団情勢が県内への波及を含め予断を許さない情勢にあることに加

え、近年、「匿名・流動型犯罪グループ」が新たな治安対策上の脅威となってい

るなど、警察組織全体で戦略的に対策を講じていく必要がある。

これら県民の生活の安全を脅かす犯罪については、的確な捜査指揮・管理、適

正な取調べによる緻密かつ適正な捜査を徹底するとともに、初動捜査における迅

速・的確な客観証拠の収集、科学技術の活用、捜査支援分析体制の充実と活用等

によって警察組織全体の検挙力及び事態対処能力を強化し、徹底検挙する必要が

ある。



交通死亡事故等の抑止と実態に即した交通環境の整備

県内の交通事故情勢をみると、近年では、交通事故の発生件数及び負傷者数は

減少傾向で推移し、死者数についても、増減を繰り返しながらも減少傾向で推移

している。しかしながら、次代を担う子供が犠牲となる交通死亡事故の発生や、

死者のうち高齢者が占める割合が高いなど、依然として予断を許さない状況にあ

る。

また、令和６年５月に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、自

転車を交通反則通告制度の対象とする規定が２年以内に施行されるところ、自転

車の乗車用ヘルメットの着用を含め、これまで以上に自転車の安全利用を広報啓

発する必要があるほか、電動キックボードやペダル付き電動バイク等の新たなモ

ビリティへの対応、県内自治体における自動運転バスの実用化に向けた公道実証

実験の実施など、道路交通を巡る情勢は大きく変化しようとしている。

このような情勢に的確に対処するためには、自治体、関係機関・団体等と連携

し、歩行者や自転車利用者に対する交通安全教育や交通安全活動を推進すること

に加え、交通事故発生状況等の分析結果に基づき、交通事故多発地点・路線等に

おける集中的な警戒活動、飲酒運転等の悪質・危険な運転に対する取締りを強力

に実施する必要がある。

また、道路交通環境の変化を的確に把握し、交通実態に即した交通規制を実施

するとともに、バリアフリー対応型信号機、信号灯器ＬＥＤ化等の交通安全施設

の整備を推進し、生活道路や通学路における歩行者等の安全通行を確保するなど、

交通事故抑止対策の更なる充実強化と実態に即した交通環境の整備を図る必要が

ある。

大規模災害への的確な対処と情勢に即した警備諸対策の推進

近年、全国各地で地震、大雨、台風等による甚大な被害が発生するなど、自然

災害は局地化・激甚化の傾向にあり、県内においても、最大震度７を観測した「令

和６年能登半島地震」や「令和６年奥能登豪雨」による被害が発生している。

こうした中、県民の安全安心を守るため、いかなる大規模災害にも的確に対処

することができるよう、従前の取組内容を不断に見直し、災害に関する危機管理

体制の点検及び構築を持続的に推進するとともに、災害警備に資する先端科学技

術を積極的に取り入れ、災害対処能力の一層の向上を図っていく必要がある。

公安情勢としては、右翼や極左暴力集団等の勢力のほか、ローン・オフェンダ

ー等がテロ等違法行為を敢行するおそれがある。また、国際テロ情勢に関しても、

世界各地でテロが発生するなど、依然として厳しい状況にあるとともに、イスラ

ム過激派組織が我が国や邦人をテロの標的として繰り返し名指ししており、その

脅威は継続している。

さらには、我が国の政府機関や企業に対するサイバー攻撃が、国の治安、安全

保障及び危機管理に影響を及ぼしかねない問題となっている。

加えて、我が国をめぐる国際情勢が劇的に変化する中、経済安全保障の確保等、

対日有害活動への対策が重要性を増している。

こうした情勢の中、テロ等重大事案の発生を未然に防止し、公安の維持を図る

ため、引き続き関連情報の収集・分析、違法行為の取締り、要人警護、重要施設

等の警戒警備等、情勢に即した警備諸対策を推進していく必要がある。



犯罪被害者等支援の充実

犯罪被害者等への支援については、「犯罪被害者等基本法」に基づき、政府全

体で犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社

会の実現に向けた取組を推進している。

これら犯罪被害者等施策については、中長期的な支援の充実や性犯罪・性暴力、

児童虐待等の被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への支援、個々の特性に応じた

支援が必要とされており、その中で、警察は、犯罪被害者等と最も密接に関わり、

保護する役割を担っている。

県警察としては、犯罪被害者等が一日も早く被害から回復し、社会の中で再び

平穏な生活を営むことができるよう、「石川県警察犯罪被害者支援基本計画」に

基づき、犯罪被害者等に寄り添った、きめ細かな支援を行うなど、各種施策を総

合的かつ計画的に推進していくとともに、今後も関係機関・団体との連携、犯罪

被害者等に対する県民の理解増進等各種取組を一層強化する必要がある。

警察力の充実強化と県民の立場に立った警察活動の推進

現在、日本社会が直面している少子化に伴う就職適齢人口の減少や、働き方の

変化等を踏まえ、警察においてもマンパワーの維持・向上は今後ますます大きな

課題となる。

こうした課題に対処するためには、警察業務の合理化・効率化や人的リソース

を一層効果的に活用するための取組のほか、働きやすい職場環境の整備、警察活

動への先端技術等の導入等により、有限である人材が県民から真に求められると

ころで力を発揮できるよう組織運営を最適化することが必要である。

また、警察組織の基盤は「人」であり、時代や情勢の変化に柔軟に対応できる

幅広い知識・技能、警察職員としての適性と意欲を有し、職務を通じて成長でき

る人材を確保する必要がある。

加えて、県民の期待と信頼に応えるため、職員一人一人が誇りと使命感に裏打

ちされた高い倫理感を保持し、適正に職務を執行することはもとより、県民から

寄せられる警察安全相談や苦情に真摯に対応するなど、県民の立場に立った警察

活動を一層推進する必要がある。


